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	結合版
	結合版
	結合版
	0.R7表紙（済）
	0-2.R7利用にあたって（済）
	0-3.R7目次
	目次

	1.R7農業行政の概要
	2.NN関係業務施策の概要
	3.R7負担割合一覧表
	県営
	団体営

	3-1.R7負担割合一覧表 - 星取り
	事業名　事業目的・採択要件一覧 

	4-1
	1-0表紙
	1-1.国営かんがい排水事業（済）
	1-2.国営施設応急対策事業（修正無し）
	1-3.国営土地改良事業に係る調査計画制度（修正無し）
	1-4.基幹水利施設整備型（水利施設等高度化事業・農山漁村地域整備交付金）（修正無し）
	（６）河川に設置されている取水施設（農業用水として河水を得るための頭首工、集水渠、揚水機、取付水路等の構造物及びこれらの附帯施設であって、その設置後の経過年数が標準計画耐用年数のおおむね３分の２以下であるものをいう。）が河川における土砂の採取、ダムの設置等の人為的要因に伴う河床の変動、流心の移動等によりその取水機能に障害が生じている場合において、これを回復させるために必要な改良又は当該施設に代わるべき施設の新設であって、受益面積がおおむね200ha以上で、これに要する費用の額がおおむね５千万円以上...
	ただし、この場合の事業費（取水施設の機能障害対策に係るもの。）にあっては、受益者負担金の額を当該費用の15％以内とする。
	（１）高収益作物の導入・生産拡大等を通じて農業の付加価値を高めるものであること。
	（２）事業の完了時において当該事業の受益面積に占める担い手の経営等農用地面積の割合が50％以上となることが確実に見込まれるものであること。

	1-5.排水対策特別型（水利施設等高度化事業・農山漁村地域整備交付金）（修正無し）
	1-6.基幹水利施設保全型（水利施設等高度化事業・農山漁村地域整備交付金）（修正無し）
	（２）事業の完了時において当該事業の受益面積に占める担い手の経営等農用地面積の割合が50％以上となることが確実に見込まれるものであること。

	1-7.地域農業水利施設保全型（農山漁村地域整備交付金）（修正無し）
	1-8.低炭素農業水利システム構築型（水利施設等保全高度化事業）（修正無し）
	1-9.実施計画策定事業（水利施設等高度化事業）（修正無し）
	①施設計画策定事業
	事業の内容
	１　実施計画の策定
	農業用用排水施設、農地等の整備に係る地域の諸条件等について調査等を行い、本整備に必要な実施計画を策定するものとする。
	２　水管理方法の技術的検討
	３　農業水利施設を対象とする魚道の整備に係る調査研究、整備構想の策定及び魚道の適正な管理に関する推進支援体制の整備・管理マニュアルの作成
	４　その他、地域の水管理上必要となる調査計画等
	採択基準
	当該事業費が200万円以上であること。
	実施計画策定事業の採択期間は、令和７年度までとする。
	②機能保全計画策定事業
	事業の内容
	１　農業用用排水施設等に関する機能保全計画の策定（機能保全計画に必要な当該施設の機能診断を含む）
	２　１の機能保全計画は次に掲げる事項を定めるものとする。
	ア　施設現況調査（構造物の環境条件、変状、施設状況等）の概要及び結果
	イ　施設機能診断（劣化の度合いの測定等）概要及び結果
	ウ　劣化原因究明のための構造物の監視
	エ　機能保全対策（対策工法、対策時期、対策概略費）
	３　事業実施主体が県である場合は、策定された機能保全計画の内容に関する情報の集約の推進を図るとともに当該情報が国営土地改良事業によって造成された施設又はこれと一連の管理体系化にある施設に係るものについては、地方農政局長に情報提供を行うものとする。
	採択基準
	末端支配面積が10ha以上であること。
	採択期間は令和７年度までとする。


	4-2
	2-0.表紙（修正）
	2-5.経営体育成促進事業（修正）

	4-3
	3-0表紙
	3-2.国営土地改良事業負担金償還助成事業（修正無し）

	4-4
	4-0表紙
	4-1.農地整備事業（通作条件整備）（修正無し）
	4-2.農村整備事業（農道・集落道整備事業）＿修正

	4-5
	5-0表紙
	5-2.農村集落基盤再編・整備事業（中山間地域総合整備事業）＿修正なし
	5-3.農村整備事業（農業集落排水事業）＿修正
	5-4.農業集落排水整備推進交付金事業＿修正
	5-5.農村環境計画策定事業（修正無し）

	4-6
	6-0表紙
	6-1.防災ダム事業（修正無し）
	6-3.用排水施設等整備事業(修正あり)
	6-4.農地保全整備事業（修正無し）
	6-5.地域防災機能増進事業（中山修正あり・ため池修正無し）
	6-6.特定農業用管水路等特別対策事業（修正無し）
	6-7.農業用河川工作物等応急対策事業(修正)
	6-8.地すべり対策事業(修正)
	6-10農業水利施設危機管理対策事業（修正なし）
	6-11.ため池緊急防災環境整備事業（新規）
	6-12.農業用施設等災害管理対策事業(修正)
	6-13.農村防災施設整備事業
	6-14.海岸保全施設整備事業(修正)
	6-15.障害防止対策事業（修正無し）
	6-16.農地・農業用施設災害復旧事業（修正無し）
	6-17.直轄災害復旧事業（修正無し）
	6-18.農村地域防災減災事業（調査計画事業）（修正無し）
	6-19.土地改良施設突発事故復旧防止事業（直轄）
	6-20.土地改良施設突発事故復旧・防止事業_修正あり

	4-7
	7-0表紙
	7-1.土地改良施設維持管理適正化事業_修正あり
	7-2.基幹水利施設管理事業_修正無し
	7-3.水利施設管理強化事業_修正無し
	7-4.県営造成施設管理体制整備促進事業_修正なし
	7-6.水質保全対策事業＿新規

	4-8
	8-0表紙
	8-2.みやぎ都市農村交流アドバイザー派遣事業（修正無し）
	8-3.農業水利権管理事業（修正無し）
	8-4.農地等地域整備構想策定支援事業（修正無し）

	4-9
	9-0表紙
	9-1.豊かなふる里保全整備事業（市町村総合補助金）＿修正なし
	9-2.都市と農山漁村の交流拡大事業（修正無し）

	4-10
	10-0表紙
	10-1.みやぎ地域資源保全活用支援事業（修正無し）
	10-4.農地耕作条件改善事業＿修正
	10-5.農業水路等長寿命化・防災減災事業_修正

	参(0)表紙
	参(1)【表紙】県営土地改良事業の実施手続き（R6.10.4修正）
	参(1-1)土地改良事業等調査及び計画受託規則（句読点のみ修正）
	参(1-2)宮城県農業農村整備事業等実施要綱(R3.6)（句読点のみ修正）
	参(1-3)宮城県農業農村整備事業等管理計画策定要領（H31.4改正）（句読点のみ修正）
	参(1-4)宮城県農業農村整備事業等地区計画検討実施要領(R4.4.1)（句読点のみ修正）
	参(1-5)農地等地域整備構想策定支援事業費補助金交付要綱(R4.5改正)（句読点のみ修正）
	参(1-6)農地等地域整備構想策定支援事業実施要領（R2.5制定)（句読点のみ修正）
	農地等地域整備構想策定支援事業実施要領（R2.5制定)
	農地等地域整備構想策定支援事業実施要領（R2.5制定)別表

	参(2)【表紙】県営土地改良事業条例
	参(2-1)県営土地改良事業条例
	参(3)【表紙】国営土地改良事業負担金徴収条例（R6.10.4修正）
	参(3-1)国営土地改良事業負担金等徴収条例
	参(3-2)国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則(R5.9.21差し替え)
	参(4)【表紙】国営土地改良事業負担金償還助成事業補助金交付要綱(R5.10.4修正)
	参(4-1)国営土地改良事業負担金償還助成事業補助金交付要綱(R3改正)
	参(5)【表紙】農業水利権管理事業取扱要領
	参(5-1)農業水利権管理事業取扱要領（句読点のみ修正）
	農業水利権管理事業取扱要領(R2改正)
	農業水利権管理事業の業務内容
	要領（溶け込み版）

	様式１
	様式２

	参(6)【表紙】みやぎの地域資源保全活用支援事業実施要綱
	参(6-1)【R7.4.1改正】みやぎの地域資源保全活用支援事業補助金交付要綱（交流班）
	参(6-2)【R7.4.1改正】みやぎの地域資源保全活用支援事業実施要綱（交流班）
	参(7)【表紙】補助金等交付規則
	参(7-1)補助金等交付規則
	参(8)【表紙】土地改良補助金交付要綱
	参(8-1)土地改良事業補助金交付要綱（R7.9.1更新）（事業経理班HPより）
	参(9)【表紙】ガイドライン
	参(9-1)R7ガイドライン
	参(10)【表紙】地域指定の概要
	参(10-1)地域指定の概要（計の欄のみ修正）
	参(10-2)(R4.9.1時点)宮城県中山間地域５法指定図_R7.4.1
	R7.4時点

	参(11)【表紙】ストマネ概念図
	参(11-1)ストマネ関連事業概念図_修正あり
	R6版

	参(12)【表紙】ダム
	参(12-1)最終版_県有土地改良財産のダムに係る事業の負担割合について（句読点のみ修正）
	参(12-2)最終版_県有土地改良財産以外の県営土地改良事業造成ダムに係る事業の負担割合について（句読点のみ修正）
	末(1).事業目的別索引（最後に修正）
	案（使用)

	末(2).問い合わせ・相談窓口（R6.9.24再修正）
	案（使用) (3)







